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様 　　これからの生活プラン案  ご相談

在　　　　宅

医療機関

＜ご本人、ご家族さまへ＞
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※経過や在宅生活プランは、障害の状態や生活環境によって個人差があります。
 　区市町村により相談窓口等が異なります。

ご本人
ご家族

時　期

福祉
相談窓口

医療機関のスタッフと
　　住宅改修の相談
　　生活環境の相談
　　福祉用具の相談

担
当
者
会
議

　
在
宅
療
養
の
相
談
会
議

急性期
医療機関

　回復期医療機関
かかりつけ医　( 通院　または　在宅診療 )

訪問リハビリ

外来リハビリ

機能回復訓練
日常生活活動訓練
補装具の検討

転
院

急性期治療

入
院

区、市役所（介護保険担当）

ケアマネジャー　を決めて契約

発症から
約 1～ ６ ヵ月後

介護保険の申請　（退院見込み時）

区、市役所（障害者福祉担当）

ケアプランの相談

　　　　　　　　　　福祉用具のレンタル

身体障害者手帳の申請

身体障害者手帳取得 障害年金の申請手続き

社会保険の方は年金事務所へ
国民年金の方は区、市役所（国民年金担当）へ

　　　　　　　訪問介護（ヘルパー）の利用

通所リハビリ（デイケア）と短期入所療養介護（ショートステイ）でのリハビリ
　または通所介護（デイサービス）

訪 問 看 護

退
院

退院後の療養生活の
注意事項などについて
打ち合わせをします。

要介護認定調査

区市職員か委託者が
ご本人の様子を
確認に伺います。

住宅改修プラン
の確認

若年者の生活訓練や職業訓練等の相談

障害者の訓練施設を利用できる
場合があります。
身体障害者手帳が必要です。

障害の状態が固定し
てから申請します。

住宅改修

区、市役所障害者福祉担当

発症から1年半以上経過し、該当される方

ご本人・ご家族と、援助支援チームとの
ケアプラン会議　(必要な度に行います)

病院と連携して、日常の診療を担当します。

病状が安定し、
合併症のコントロールが

ついて、リハビリを
継続できる状態

在宅療養が可能である
と判断された状態

在宅療養の準備

平成 　　年

　　　　　月　　日

発
症

要介護認定

施工前に、
　ケアマネジャーに
　ご相談ください。

発症から
約 ２～４ 週間後

安心して在宅療養をおくる

区、市役所 （介護保険担当）

医療費助成
制度等の申請

各病院の
ＭＳＷと

相談

各医療機関で、
病状や治療の

経過説明
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